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【手続補正書】
【提出日】平成23年9月29日(2011.9.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式（Ｉ）で示されるアミンモノマーを１００ｍｏｌ％～４００ｍｏｌ％のエピ
クロロヒドリンで架橋した架橋アミンポリマーと、該架橋アミンポリマーに対して、１０
～１００ｗ／ｗ％のマルトース及び／又はトレハロースを含有する錠剤。
【化１】

（式中、ｎは３、４、又は５である）
【請求項２】
　架橋アミンポリマーが、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラキス－（３－アミノプロピル）－
１，４－ジアミノブタンを２００ｍｏｌ％～３００ｍｏｌ％のエピクロロヒドリンで架橋
したポリマーである、請求項１記載の錠剤。
【請求項３】
　架橋アミンポリマーに対して、マルトース及び／又はトレハロースを２０～７０ｗ／ｗ
％含有する、請求項２記載の錠剤。
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【請求項４】
　１錠の重量が１０～８０ｍｇである、請求項１～３のいずれか一項に記載の錠剤。
【請求項５】
　錠剤が高リン酸血症治療剤である、請求項１～４のいずれか一項に記載の錠剤。
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